
 鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

令和５年３月２７日 

 

                      鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取市条例第１３号 

鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例 

鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年鳥取市条例

第３２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「双六原、」を削り、同項第２号中「１８８，０００人」を「１

８１，０００人」に改め、同項第３号中「７７，０００立方メートル」を「７４，０

００立方メートル」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


